
（別記）

令和７年度南丹市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題

本市の水田面積（水張面積）は 2,290ha であり、主食用米の作付面積が 70％を占め、

転作作物として麦・豆類の他に、都市近郊型産地として京のブランド産品等(みず菜、壬

生菜、九条ねぎ、伏見とうがらし、紫ずきん、新丹波黒、大納言小豆)の生産が行われて

いる。

しかしながら、農業従事者の高齢化等による担い手不足や獣害による作付け意欲の低下

により、耕作放棄地が増加傾向にあるため、水田面積を維持することが困難となってきて

いる。

また、主食用米の需要が増加傾向にあるが、需要に応じた主食用米の生産が重要である

ことから、他の作物への転換を行うことにより水田面積の維持を図る必要がある。

京のブランド産品（みず菜、壬生菜、九条ねぎ、伏見とうがらし、紫ずきん）や新丹波

黒、大納言小豆、そばなど、実需者からの需要が高く、収益が見込める作物の作付けを推

進する。

また、農業者の高齢化が進んでいるが、認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織な

どの担い手農業者への産地交付金による作付支援や、小麦・大豆等の団地化面積の拡大支

援により、安定した作付や農地の維持を促進する。

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標

農地の作付状況について、水田台帳等を用いて定期的に点検し、地域の意見をまとめた

地域計画に基づき、高収益作物等への転換及び畑地化の必要性を含めて、将来の農地活用

方法について検討を進める。

ビニルハウスによる施設野菜については、水稲の作付けの見込みも少ないため畑地化を

積極的に進める。

また、地域におけるブロックローテーション体系の構築に向けて地域の実情を把握し、

実現可能な体系を探る。

４ 作物ごとの取組方針等

（１）主食用米

米の需要が減少する中、特別栽培米等のブランド米の生産を推進し京都の米生産地とし

ての地位を確保する。また平成 30 年度からの米政策の見直しに伴い、需要動向や出荷業

者の意向を踏まえた生産を図る。

酒造好適米「祝」「五百万石」等については、酒造業界との実需に応じた生産を推進し

ていく。

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力
強化に向けた産地としての取組方針・目標



（２）備蓄米

特に取組なし

（３）非主食用米

ア 飼料用米

主食用米の需要が減少する中、新たな転作作物として推進する。

イ 米粉用米

主食用米の需要が減少する中、新たな転作作物として推進する。

ウ 新市場開拓用米

生産者の意向に基づき、取り組みを進める。

エ WCS 用稲

ＷＣＳ用稲については、地域の畜産農家との連携により生産を図り、資源循環を

推進していく。

オ 加工用米

産地交付金を活用し、担い手の育成に取り組むことにより実需者の需要に合わせた

作付けを図る。

（４）麦、大豆、飼料作物

集落営農組織等による生産が多数を占めていおり。今後も団地化やブロックローテー

ションによる作付けを継続し、現行の作付面積を維持・拡大を目指す。

（５）そば、なたね

地域の実需者との契約に基づき、現行の栽培面積を維持・拡大していく。

（６）地力増進作物

特に取組なし

（７）高収益作物

京のブランド産品（みず菜、壬生菜、九条ねぎ、伏見とうがらし、紫ずきん、京夏ず

きん）及び小豆を中心に生産の振興を図る。

（８）畑地化

高収益作物を中心に水田を畑地化し、畑作物の本作化を推進する。

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細

別紙のとおり

※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

1,300.7 1,320.0 1,300.0

19.1 20.0 30.0

4.2 4.0 5.0

2.9 3.0 8.0

39.7 40.0 40.0

52.9 50.0 43.0

41.2 45.0 50.0

85.5 8.8 85.0 8.0 85.0 10.0

5.1 6.0 7.0

・子実用とうもろこし

19.9 20.0 20.0 4.0

116.7 23.7 121.0 25.0 139.0 30.0

・野菜 76.8 80.0 85.0

・花き・花木 1.1 1.0 3.0

・果樹 5.2 5.0 6.0

・その他の高収益作物 33.6 23.7 35.0 25.0 45.0 30.0

3.2 1.7 4.0

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の

作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

麦

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

その他

畑地化

作物等



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

（令和６年度） （令和８年度）

9.4ha 15.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

23.7ha 30.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

黒・白大豆　69.9ha 黒・白大豆　60.0ha

小豆　　　　 6.7ha 小豆　　　　 9.0ha

そば　　　　15.9ha そば　　　　15.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

53.0ha 48.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

19.8ha 18.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

3.2ha 8.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

31.6ha 38.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

33.8ha 35.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

39.5ha 45.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

76.1ha 75.0ha

（令和６年度） （令和８年度）

4.8ha 5.0ha

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1 小豆【基幹】 小豆の作付拡大支援 作付面積拡大

2 小豆【二毛作】 小豆の作付拡大支援 作付面積拡大

3
黒大豆・白大豆・小豆・そ
ば【基幹】

担い手による作付拡大
支援

作付面積拡大

4
黒大豆・白大豆
【基幹】

黒大豆・白大豆の団地
化面積拡大

団地化面積拡大

5 そば【基幹】 そばの作付面積拡大 作付面積拡大

6 紫ずきん・京夏ずきん
紫ずきん・京夏ずきん
の作付拡大

作付面積拡大

7
春菊・みず菜・壬生菜・九
条ねぎ・とうがらし・小菊

地域振興作物作付拡大 作付面積拡大

8 野菜（別表・限定列挙） 地域振興作物作付助成 作付面積拡大

9 小麦 小麦の団地化面積拡大 団地化面積拡大

10
加工用米・飼料用米・米粉
用米

加工用米・飼料用米・
米粉用米作付拡大

作付面積拡大

11
果樹・花き・花木（小菊を
除く　別表・限定列挙）

地域振興作物作付助成 作付面積拡大



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：京都府

協議会名：南丹市地域農業再生協議会

1 小豆の作付拡大支援 1 25,000 小豆 作付面積に応じて支援

2 小豆の作付拡大支援 2 25,000 小豆 作付面積に応じて支援

3 担い手による作付拡大支援 1 10,000 黒大豆・白大豆・そば・小豆 作付面積に応じて支援

4 黒大豆・白大豆の団地化面積拡大 1 15,000 黒大豆・白大豆 1ha以上（山間地域は0.7ha以上）の連坦団地

5 そばの作付面積拡大 1 25,000 そば 作付面積に応じて支援

6 紫ずきん・京夏ずきんの作付拡大 1 25,000 紫ずきん・京夏ずきん 作付面積に応じて支援

7 地域振興作物作付拡大 1 30,000 
春菊・みず菜・壬生菜・九条ねぎ・とうがらし・
小菊

作付面積に応じて支援

8 地域振興作物作付助成（別表・限定列挙） 1 7,000 その他野菜 作付面積に応じて支援

9 小麦の団地化面積拡大 1 15,000 小麦 1ha以上（山間地域は0.7ha以上）の連坦団地

10 加工用米・飼料用米・米粉用米作付拡大 1 4,000 加工用米・飼料用米・米粉用米 作付面積に応じて支援

11 地域振興作物作付助成（小菊を除く　別表・限定列挙） 1 3,000 果樹・花き・花木（小菊を除く） 作付面積に応じて支援

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくだ
さい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。
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※４



■対象品目一覧 別表

１：地力増進作物 ３：果樹 ５：景観形成作物
1 地力増進作物（ソルガム類、青刈りとうもろこし等） 2 オクラ 3 もも 4 ミソハギ 5 コスモス（景観）
1 クロタラリア類 2 ユリネ 3 うめ 4 パニカム 5 れんげ（景観）
1 赤クローバー 2 シュンギク 3 びわ 4 カーネーション 5 なのはな（景観）
1 れんげ（地力） 2 ミツバ 3 かき 4 キキョウ 5 ひまわり（景観）
1 セスバニア 2 パセリ 3 くり 4 カライト草 5 しょうぶ（景観）
1 マリーゴールド 2 シソ 3 いちじく 4 ブルースター 5 かきつばた（景観）
1 マルチムギ 2 ラッキョ 3 ゆず 4 フリージア 5 しゃくなげ（景観）
1 クリムソンクローバー 2 ミョウガ 3 なし 4 アカンサス 5 ハス（景観形成）
1 イタリアンライグラス 2 みず菜 3 ブルーベリー 4 アスチルベ 5 ヨメナ（北山友禅菊）（景観形成）
1 根こぶ病用ダイコン 2 壬生菜 3 キウイフルーツ 4 ウイキョウ 5 花そば（景観形成）

2 コマツナ 3 ぶどう 4 ウメモドキ
2 シロナ 3 みかん 4 オミナエシ

２：野菜 2 畑菜 3 レイシ 4 カンス ６：その他作物
2 きゅうり 2 はくさい菜 3 かんきつ 4 ギガンチューム 6 い草
2 トマト 2 その他つけ菜 3 りんご 4 キソケイ 6 こうぞ
2 なす 2 ウド 3 おうとう 4 ギボウシ 6 きのこ
2 ピーマン 2 ワケギ 3 山椒 4 さかき 6 エゴマ
2 ししとう 2 チンゲンサイ 4 さくら 6 台杉
2 とうがらし 2 クワイ 4 サンゴ水木 6 種苗

2 パプリカ 2 セリ ４：花き（花き市場取扱品目） 4 サンザシ 6 薬用作物

2 かぼちゃ 2 なばな・はなな 4 切花用母樹 4 サンシュウ 6 落花生
2 ズッキーニ 2 えびいも 4 トルコギキョウ 4 シキミ 6 アワ
2 いちご 2 うり 4 ストック 4 シャクヤク 6 茶
2 すいか 2 モロヘイヤ 4 アスター 4 チューリップ 6 クワ
2 メロン 2 葉とうがらし 4 しゃくやく(花） 4 ツノナス 6 たばこ
2 まくわうり 2 ずいき 4 キク 4 ツルウメモドキ 6 ゴマ
2 しろうり 2 にんにく 4 小ギク 4 トラの尾 6 こんにゃく
2 とうがん 2 こかぶ 4 バラ 4 ナナカマド 6 てん菜
2 キャベツ 2 わらび 4 しょうぶ 4 ナンテン 6 さとうきび
2 はくさい 2 タラノメ 4 カラー 4 ヒペリカム 6 加工用青刈り稲
2 ほうれんそう 2 山椒 4 ハス 4 ボケ 6 コケ
2 ねぎ 2 フキ・山フキ 4 水生植物 4 まんさく

2 たまねぎ 2 さやえんどう 4 おみなえし 4 ヤナギ ７：小豆
2 ニラ 2 とうもろこし 4 グラジオラス 4 ユキヤナギ 7 小豆
2 レタス 2 そば菜 4 ケイトウ 4 ルリ玉あざみ
2 サニーレタス 2 鶯菜 4 ナデシコ 4 ワレモコウ
2 チシャ 2 京ラフラン 4 カキツバタ 4 甘草ユリ 分類　１：地力増進作物
2 だいこん 2 ゴーヤ 4 ホオズキ 4 金魚草 　　　　２：野菜
2 にんじん 2 こごみ 4 葉ボタン 4 敬翁桜 　　　　３：果樹
2 さといも 2 マコモ 4 ホトトギス 4 笹 　　　　４：花き（花き市場取扱品目）
2 れんこん 2 やまいも 4 センリョウ 4 水仙 　　　　５：景観形成作物
2 しょうが 2 わさび 4 ハギ 4 スターチス 　　　　６：その他作物
2 かぶ 4 ポインセチア 4 サンダーソニア 　　　　７：小豆
2 日野菜 4 菜の花 4 コチョウラン
2 すぐき 4 デルフィニューム 4 ヒオウギ
2 ごぼう 4 ホワイトレース 4 リンドウ
2 やまのいも 4 カンパニュラ 4 つつじ
2 えだまめ 4 パンパスグラス 4 さつき
2 青さやいんげん 4 ユリ 4 かいづかいぶき
2 実えんどう 4 ヒマワリ 4 つばき
2 未成熟そらまめ 4 センニチコウ 4 もみじ
2 ささげ 4 コスモス 4 ロウ梅
2 ばれいしょ（食用） 4 ラークスパ 4 パンジー
2 かんしょ（食用） 4 ゴテチャ 4 ビオラ
2 アスパラガス 4 ダリア 4 ヘダラ
2 セルリー 4 アーティチョーク
2 カリフラワー 4 マトリカリア
2 ブロッコリー 4 ブブレ


